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沖縄県における居住地枝交流の実態

一質問紙調査の結果と考察一

與那嶺春奈． 戸崎敬子.率

TheActualConditionsofthePart-timelndividuallntegrationofSpecialSchoolChiId正n
intoReguIarSchoolsinTheirResidentialDistrictsinOkinawaPrefecm頤：

TheResultofaSuweyofThisIypeoflntegration

ＨａＴ０ｍｚｑＹＯＮＡＭＩＮＥＮｏｒｉｋｏＴＯＺＡＫＩ

ThepurposeofthisstudywastoclarifytheactualconditionsoftheparLtimeindMdua】

integrationofspecialschooIchildrenwithdisabilitiesintoregularschoolsintheirresidential

districtsinOkinawaPrefectureWesurveyed28teacherswhotookchargeoftheintegrated

educationalprograminthedepartmentoftheelementarycCu曙eandthelowersecondary

courseofl4specialschools・ThispaperanaIyzedtheresultofthesurvey,ａｎｄdiscussedthe

waytoimprovetheconditionsofthistypeofintegTation・

TheoutlinesoftheconcIusionwereasfOllows:１）theexecutingrateofthistypeof

iｎtegrationwas85､7％ｉｎｔｈｅｄｅｐｔ・oftheeIementarycourseand35､7％inthedepLof

theIowersecondarycourseoftheschools’２)theIirstcaseofthistypeofintegrationm

OkinawaPrefecturestartedinl994andthecaseshaveincreasedsince1999.3)thereasons

whytheintegrationstarｔｅｄｃａｍｅｆｒｏｍｔｈｅｎｅｅ｡sofparentsandchUdrenthemselves,４）

theintegrationwasheIdinordinaryIessons,schooleventsandinterchangeafterschool

orduringrecess、５)eachchildwhoparticipatedintheintegrationhadtoattendwithhis

orherparenLteacherorbothTheattendancewasaburdenfOrparentsandteachers，

6）theattendanceofparentsorteacherswaspointedoutasthemostdiilicultproblemin

theeIementaryschooＩｌｅｖｅｌａｎｄｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｏｆｓｔｕｄｙｗａｓｔhemostdiHicultprobleminthe

IowersecondaryschoolIeveland7)theadministrationshouldpreparethebasiceducational

conditionsandtheguidelinestoimprovethesituation．

Ｉ問題の所在と本研究の課題 方について（答申)」が出され、その中に交流及

び共同学習の推進が記載されている')。特殊教育

から特別支援教育に変化する中でも、交流教育が

学校教育における重要な学習の場であるとされて

いることがわかる。

交流教育の形態は、学校内交流、学校間交流、

地域交流、居住地校交流、居住地域交流等と分か

れている。その中で居住地枝交流は、居住地にお

ける同世代の友人との共同の学習機会であり、障

１．問題の所在と本研究の課題

交流教育は現在多様な形態によって多くの学校

で実施されている。2005年12月には、中央教育審

議会「特別支援教育を推進するための制度の在り

、県立養護学校教員（臨時）

・・障害児教育教室

－２９－
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害を持つ子どもにとって、現在および将来の生活

をより充実したものにする条件となりうる。居住

地校交流の意義は大きい。

1997年に田村真一は、学校間交流と居住地枝

交流の実施状況について全国調査を行っている

2)。この全国調査によると、学校間交流実施率が

94.1％、居住地校交流実施率が31.8％と学校間交

流に比べて、居住地校交流を実施する学校は少

ない。さらに、居住地校交流実施率は小学部が高

く、中学部は低いという状況を示している。この

ように田村の全国調査は、全国における居住地枚

交流の傾向や実態を知る手懸りとなる。しかし、

当該調査においては、各都道府県の実態は明らか

になっておらず、田村も研究の課題として、「本

研究の結果をもとに、より詳細に、居住地枚交流

の現状や課題の研究が必要であろう」と述べ、居

住地枝交流の地域の実態を明らかにする必要性を

指摘した。

居住地枝交流に関する各都道府県レベルの実態

調査は、渡部・山本（2001)3)が鳥取県について、

南・山崎（2005)4〕が和歌山県について明らかに

している。また、茨城県については知的養護学校

に限られているが、居住地枝交流の取り組みが明

らかにされている5)。東京都と神奈川県の居住地

枝交流の現状について、盲・聾・養護学校と保護

者に質問紙調査を行った報告`)もある。このよう

に、詳細な内容を把握している地域は現時点では

限られている。

沖縄県においては､･居住地校交流の現状を知る

資料として、「インクルージョンに関する提言・

調査報告(2002→2004)｣がある7)。これによると、

2002年度においては小学部7校が居住地枚交流を

実施している。しかし､開始年度､交流先､人数、

年間回数しか記述されておらず、詳細な内容を知

ることはできない。また当該調査報告では、盲・

聾・養護学校の教職員と盲・聾・養護学校に在籍

する児童生徒の保護者の両者にインクルージョン

に関する質問調査を実施し、その中で居住地枝交

流について尋ねている。その結果、居住地枝交流

を実施した方がよいという意見が多数出されてお

り、沖縄県における居住地枝交流のニーズの高さ

を示していると考えられる。こうした状況にあっ

て、居住地枚交流を発展させるためには、まず沖

縄県の実態を明らかにし、問題点や課題を検討し

ていくことが、必要である。

また、上述の田村の調査では、交流実施上感じ

ていることの質問に対して、他の実践校の実践内

容を知りたいという回答が、学校間交流は36.2％

だったが、居住地枝交流では42.8％あった。田村

は「なかなか他の実践にふれる機会が少ないとも

とれる。広くさまざまな実践にふれる体制作りも

交流教育推進上の課題である」８)と述べており、

居住地枚交流の実践を知る機会の増加を期待して

いる。

居住地枝交流の取り組みの歴史は浅く、居住地

枝交流に関する文献は少ない。居住地枝交流を深

めるためには、各都道府県の詳細な実態を知るこ

とが必要である。

上記のような問題意識に立ち、本研究では、質

問紙調査を行い、沖縄県の居住地枚交流の詳細な

内容を把握するとともに、沖縄県における居住地

枝交流をより深めるための課題や問題点を検討す

る。尚、田村が「今の制度から考えて、幼稚園．

保育園または高等学校においては、居住地の多く

の幼児や生徒が在籍する学校(園)は複数存在し、

居住地の学校（園）と交流しても、家の近くの子

どもはほとんどいない場合もありうる。小学校と

中学校においても、国立枚、私立枚においては、

同様であろう」と述べている，)ように、幼稚園・

高等学校においては通学区域が広く居住地が特定

しづらい。沖縄県は、県内すべてを通学区域とし

ている高等学校もあり、居住地の近くにある学校

を居住地校とすることは難しい。したがって、居

住地枝交流の実態調査は小学部・中学部を対象に

実施する。

居住地枚交流については、各学校で「居住地交

流」や「ふるさと交流」等と独自の呼び名をつけ

ている場合もあり、居住地杖交流についての概念

を示す必要がある．先行研究では居住地枝交流は

次のように定義されている。

○盲・聾・養護学校に在籍する児の居住地域の学

校などでの交流（渡部・山本)'0）

○一人ひとりの児童・生徒が、自分の自宅を含む

公立小・中学校と行う交流教育活動とする.な

お、養護教育諸学校小学部児童は小学校と、中

学部生徒は中学校と行う活動とする。（田村)'1）

－３０－
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○特殊教育諸学校の小・中学部の児竜雄徒が、自

分の自宅を校区に含む公立小・中学校と行う交

流活動である。（島袋)12）

居住地枝交流の定義は、上述のように、盲･聾・

養護学校に通う児童生徒が居住地の小学校、中学

校と行う交流ということではどれも同じである。

しかし、同年齢の集団との交流を具体的に示して

いるのは田村だけである。本研究においては、児

童・生徒の段階を厳密に認識した定義となってい

る、田村の居住地枝交流の概念を使って居住地校

交流の実態調査を行うこととする。

への明文化、教育課程への位置づけ、学校若しく

は学部内での居住地校交流推進組織の有無

③居住地枝交流における連携体制：居住地枚への

送迎、居住地枝での付き添い有無、付き添い者、

事前･事後の打ち合わせ有無､打ち合わせの方法、

訪問・来校による打ち合わせの回数

④交流実施上の感想：居住地枝交流の成果・効

果、居住地校交流の課題・問題点、居住地校交流

に関しての自由記述

(5)回収状況質問紙調査配布数14に対して、回

答数は14で、回収率は、100％である。

２．研究の方法と手続き

本研究は、上記の課題を明らかにするために①

関連資料の収集、②質問紙調査の実施、③分析、

④考察という手続きで行われる。なお、質問紙調

査を補うために一部学校については聞き取り調査

を実施する。

質問紙調査の要領は以下の通りである。

(1)鯛査目的沖縄県内の盲・聾・養護学校にお

ける居住地枚交流の実態を明らかにし、今後の沖

縄県の居住地枝交流のあり方を検討する。

(2)圏査対象「平成17年度学校一覧」（沖縄県教

育委員会）に記載されている沖縄県内の盲・聾・

養護学校14校の小学部・中学部の学部主事若しく

は交流担当者を対象とした。沖縄県の盲・聾・養

護学校の総計は16校であるが、うち１校は高等

部のみであり、１分校は児童生徒の健康上の問題

で交流教育を行っていないという回答が得られた

め、本研究では調査対象から除くことにした。調

査対象の枝種別内訳は､盲学校１校､聾学校1校、

知的障害養護学校７校、肢体不自由養護学校４

校、病弱養護学校１校である。

(3)鯛査方法・期間2005年10月12日に調査票を

発送し、１１月7日を回答期限とした。尚、調査票

の配布及び回収は郵送で行った。

(4)鬮査項目概要調査項目は多肢選択及び自由

記述を併用して作成した。

①学校の概要：学校種別、学部別、学部人数、居

住地枚交流有無

②居住地枚交流の実態：居住地枚交流実施人数、

開始理由、交流内容（行事交流・授業交流・放課

後、余暇交流)、交流回数、交流目標、教育課程

Ⅱ、沖縄県盲・聾・養護学校の居住地枚交流の

実魍－質問紙飼査の結果と考察一

以下、質問紙調査の結果と考察を項目に沿って

示す。尚、2005年７月28日、９月23日、１０月27日に

－部の学校（３校）において、居住地枝交流につ

いての聞き取り調査を実施している。その聞き取

り調査の内容も参考にしながら、沖縄県内の盲・

聾・養護学校の居住地枚交流の実態を把握してい

く。

その際、個別の学校名が判別されないように考

慮し、さらに、知的障害という障害の困難さ、肢

体不自由における重度重複障害が交流にどのよう

に影響を与えるかを考察するため、学校種を3類

型､①知的障害養護学校､②肢体不自由養護学校、

③他の学校種（盲学校、聾学校、病弱養護学校）

に分類し、分析・考察を行う。

１．居住地校交流実施状況

(1居住地枝交流実施有無

表１，２は､居住地枚交流実施率を示している。

小学部において14校中12校（実施率85.7％)、中

学部において14校中5校（実施率35.7％）の実施

となっている。小学部と中学部を比較すると、中

学部における居住地校交流の実施率の低さが特徴

_的である。この要因として、中学部は教科担任制

になることや教科学習の難しさ等があると推測さ

れる。中学部の自由記述において「教科担任制と

いう教育課程上、生徒と一緒に張り付けで参加さ

せると他の授業に支障が出てしまうので、趣旨を

－３１－
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表１小学部居住地枝交流実施校数

知的障害肢体不自由盲・聾・病弱計

交流実施有

交流実施無

、

5校(71.4％）

2校(28.6％）

７

4校(100％）３校(100％） 12校(85.7％）

２校(14.3％）

１４４ ３

表２中学部居住地枝交流実施校数

知的障害肢体不自由盲・聾・病弱計

交流実施有

交流実施無

、

1校(14.2％）

6校(85.8％）

７

3校(75.0％）

1校(25.0％）

４

1校(33.3％）

2校(667％）

３

5校(35.7％）

9校(64.3％）

１４

表３居住地枝交流を実施しない理由（複数回答）

小学部中学部

保護者の要望がない

自宅通学者以外である

教員配置上困難がある

居住地枝が受け入れを望まない

児童・生徒の問題

通学区が広い

現在検討中である

特に考えていなかった

学校間交流が充実している

次年度より実施

、

１ ２

１

１
２
１
１
２
１
９

１

２

表４小学部居住地枝交流実施人数

全体

全体在籍数（a）

交流実施校在籍数(b）

交流実施人数（c）

ｃ／ａ

ｃ／ｂ

５７２

３７３

101

17.7％

27.1％

よく理解できるが実施はむずかしい状況です」と

いう記述があり、学校内でも居住地枝交流実施に

ついて悩んでいることがうかがえる。また、学習

面での難しさは居住地枝交流を実施している多く

の学校で挙げられている。

学校類型別では、小学部、中学部のどちらも知

的障害養護学校の交流実施率が低く、知的障害養

護学校における居住地枝交流の難しさをあらわし

ている。

－３２－
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表５中学部居住地枚交流実施人数

全体

全体在籍数（a）

交流実施校在籍数(b）

交流実施人数（c）

ｃ／ａ

ｃ／ｂ

３９９

９４

２７

6.8％

287.0％

表６居住地枝交流開始年度学校数

年度 小学部 中学部 計

平成６年度

７年度

８年度

９年度

１０年度

１１年度

１２年度

13年度

１４年度

１５年度

１６年度

１７年度

、

１ １

１

１

３

１
２
３
１
２
５
２
Ⅳ

１

１
１
１
１
５

１
４
１
巴

(2)実施しない理由

表３は、居住地校交流を実施していない理由を

示している。小学部の実施していない２校のうち

１校は、以前は、居住地枝交流を実施していた学

校である。当該校については、実施していない理

由として、交流を行っていた児童が卒業し保護者

からの要望がなくなったことが挙げられている。

また、もう１校では、現在検討中であるという回

答であった。

中学部の実施していない９校では、学校間交流

が充実しているので居住地校交流を特に考えてい

ない（２校)、保護者の要望がない（２校)、学区

が広い（２校)、特に考えていなかった（１校）

など、各学校によって居住地校交流を行わない理

由は異なっている。また、次年度から居住地枝交

流を行う予定である（１校)､現在検討中である（１

校）という回答もあり、今後、さらに居住地校交

流を行う学校が増えていくことが予想される。

２．居住地枝交流実施人数（平成17年度）

沖縄県の盲・聾・養護学校在籍数と居住地枝交

流実施人数の割合を示したのが表４（小学部)、

表５（中学部）である。小学部では、居住地校交

流実施人数は101人、居住地杖交流実施学校在籍

数の27.1％である。これは､調査対象となった盲．

聾・養護学校の小学部在籍児童数の177％にすぎ

ない。小学部においては、居住地校交流を実施

している学校数が85.7％と高い割合になっている

が、盲・聾・養護学校の在籍児童数の８割が居住

地校交流を行えていないという実態にある。

中学部では、居住地枝交流実施人数は27人。居

住地枚交流実施学校在籍数の28.7％であり、調査

対象の盲・聾・養護学校の中学部在籍生徒数の

68％にすぎない。
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校数が５校（小学部４校、中学部1校）と一番多

く、その年は「沖縄県における学校教育の課題と

努力点」に初めて居住地枚交流が重点目標として

掲げられた年度でもある。したがって、沖縄県教

育委員会における居住地枚交流の位置づけの強化

が一定の影響を与えたと考えられる。

図１，表６には、２００１（平成１３）年度から2003

（平成15）年度までの３年間、居住地枚交流を実

施し現在は実施していない学校も含まれている。

尚、聞き取り調査では、「１６年前に勤務していた

人の話で、その当時、居住地枝交流を実施してい

たという話をうかがった。しかし、資料がないた

めに詳しくは分からない」という学校があった。

16年前から居住地枝交流を実施していた学校があ

るとすると、平成６年度以前から沖縄県では居住

地枚交流が実施されていたことになるが、確認で

きなかった。

聞き取り調査において、交流実施人数が前年度

より減少した学校があった。その理由は、「親の

仕事の都合上付き添いが出来ない｣、「本人の健康

の問題｣、「兄弟が居住地校にいる｣、「低学年のた

めに交流を望まなかった｣、「前年度は知的障害の

ない子どもが多く居住地校交流を実施していた」

等があるのではないかと述べていた。当該枝では

事前に親の希望調査を行い、居住地枝交流を実

施している。希望調査のため、親の真意の詳しい

ことは分からず、あくまでも推測でしかないと述

べていた。親から居住地校交流実施の希望がある

一面、居住地校交流を実施すると兄弟への対応や

親の仕事上における都合等の問題が出されてい

ることが分かる。また、聞き取り調査で、児童生

徒が居住地校交流を実施する学校数を尋ねると、

各学校ほぼ10校程度と交流を行っていることがわ

かった。

３．居住地枚交流の開始年度

図１は居住地枝交流実施の推移を示しており、

表６は、居住地枝交流の開始年度学校数を示して

いる。表６より、沖縄県で居住地枝交流が初めて

実施されたのは1994（平成6）年度のＢ学校の小

学部である。また、中学部では、小学部で居住地

校交流が開始されてから6年後の2000（平成12）

年度に初めて実施されている。

初めて居住地枚交流が実施されてから４年間

は、実施する学校数に変化がないが、１９９９（平成

１１）年度より2005（平成17年度）までに居住地枚

交流を実施する学校が徐々に増えてきている。

2004（平成16）年度に居住地枝交流を開始した学

４．居住地枝交流を始めたきっかけ・理由

表7は、居住地校交流を始めたきっかけを示し

ている。居住地枚交流を始めたきっかけは、親・

本人の希望が小学部５校、中学部２校とともに高

い割合になっている。すなわち、地域の児童・生

徒との友好関係を深めたい、子どものことを周り

の子ども・大人に理解してほしい等の、地域での

生活を視野に入れた親・本人の希望や思いが実施

に至らせている。小学部では、続いて、学校側の

方針が２校で挙げられている｡また､中学部では、

進学・転学のために居住地枝交流を開始する学校

が２枚あり、小学部でも１枚ある。転校や進学に

向けた居住地校交流の実施は、転校した際に本人

に戸惑いがないように、そして集団適応能力を高

めるために居住地校交流を行うという回答があっ

た。そのことから、今後の児童生徒の生活環境を

視野に入れた取り組みが行われていることがわか

る。居住地校から誘いがあり居住地枚交流を始め

た学校は、「年度途中に本校に転学してきた児童

がおり、前在籍枝から声がかかった」という理由

を述べている。

尚、聞き取り調査で、「地域から孤立している

と保護者から教師に相談があり、地域との交流を

学校の中から始めるということで居住地校交流

を開始した」という経緯が語られている。居住地

２
０
１
１

８
６
４

学
校
数

２
０

６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７

年度（平囚）

図１居住地枚交流の推移
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表7居住地枝交流を始めたきっかけ

小学部中学部

親・本人の希望

学校側の方針

親・本人の希望・学校の方針

居住地枚の誘い

進学・転学のため

無記入

、

２
０
０
０
２
１
５

５
２
２
１
１
１
皿
表Ｂ居住地枝交流の交流回数

小学部 中学部盲・聾・養護学校

１～３回程度

年１回

月１回

学期１回

Ａ
・
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ

学期１回

２～３回

６回

２～３回

週１回

a:11回、ｂ：４回、ｃ：１回

学期１回

３回

８回

年２回

週１回

２回

年ｌ～２回

ろというのが現状のようである｡自由記述では｢居

住地の先生方の意識によって年間の交流回数に違

いが出ると考えられる」とあり、居住地の教員の

校務の多忙さや意識の問題が交流回数に一定の影

響を及ぼしていることがわかる。

また、居住地枝交流の回数は、学期に１回、月

に１回、週に１回と学校によって相違が見られ、

年に１回連続した日をとり居住地枚交流を行って

いる学校もある。居住地校に１日登校することで

交流を１回と捉えるか、それとも交流が連続する

日も１回と数えるかということで、交流回数に変

動がでてくることが予想される。本研究において

は、連続日を１回と捉えて表示している。

聞き取り調査において個々の交流回数を尋ねる

とのつながりがつかめない保護者の思いが感じら

れた。

５．居住地枝交流の交流回数（年間）

表８は学部別居住地校交流回数を示している。

小学部・中学部の両学部では、年間１－３回の実

施が多く、学期に１回程度の居住地枝交流を行っ

ている。事前に保護者に希望調査を行い、保護者

からの要望がある児童生徒に対して居住地枝交流

を行い、相手枝との調整や日程によって交流回数

を決める学校がある。そのため、居住地枚交流の

回数は在籍している学校が同じでも、児童生徒の

実態によって異なることがうかがえる。多くの学

校で個々に合わせた交流を行うために回数が変わ

－３５－
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表ｇ交流教育のねらい（複数回答）

小学部中学部

児童・生徒の経験を広げる

社会性・適応力を高める

自主性や自立心を高める

相手枝の児童･教職員の意識啓発

自校の開かれた学校づくり

地域での生活や生活基盤づくり

相手校の児童･生徒との好ましい人間関係づくり

その他

最大

ｍ
ｍ
２
７
３
９
ｎ
３
Ｅ

５
３
３
１
０
３
４
１
５

と、「基本的に１学期に１回だが、日数が違う。

１日だったり、３日だったりする。少ない子で1

年に２回、多い子で３日連続、合計９日」と児童

生徒の実態によって居住地校交流の回数が異なっ

ていることがわかった。また、交流の時間も１日

中行うのではなく、「相手校によって、午後だけ

や午前中だけとまちまちである｣、「重複の児童に

なると学習が困難なために、主要教科以外の音楽

や図工などの時間の２から３時間参加する」と１

回の交流が数時間という学校もあった。したがっ

て、交流回数だけでなく、どれくらいの時間を居

住地で過ごしているのかを検討していくことが必

要になってくる。

ズに応える支援教育（1校)、就学指導のステッ

プ（１校)、日常の学習で培った力を違った集団

の中でも発揮できるようにする（1校）が挙げら

れており、中学部では、集団生活での経験が挙げ

られている。

尚、交流教育のねらいとして高い割合を示して

いた「相手校の児童との好ましい人間関係作り」

の成果について聞き取り調査で以下のように述べ

られている。

○運動会練習では手をつないでくれるなど対応し

てくれる

○知っている子が多いので歓迎されている様子

○放課後、休日に遊んでいる様子も見られるよう

になった

６．居住地枚交流のねらいや目標（複数回答）

表ｇは居住地校交流のねらいや目標を示してい

る。居住地校交流のねらいとして､小学部では、

「相手校の児童との好ましい人間関係作り」（１１

校)､｢経験を広げる｣｢社会性を高める｣(10校)､｢地

域での生活や生活基盤作り」（９校）を重点にお

き､中学部では「生徒の経験を広げる」（５校)､｢人

間関係作り」（４校）を重点においている。いず

れにおいても、「児童･生徒の経験を広げる｣、「相

手校の児童・生徒との好ましい人間関係作り」の

２つが大きな目標として掲げられている。居住地

とのつながりを作るために居住地枝交流を実施す

ることと集団生活の経験を通して社会性や適応力

を身につけるために居住地校交流を実施している

ことがわかる。

その他の回答として小学部では、保護者のニー

７．居住地枝交流の内容

居住地校交流の内容を①行事交流、②授業交

流、③放課後・余暇交流の３つに分類を行った。

まずは、３つの分類における実施数を示し、その

後、３つの交流内容をさらに細かく分類し実施数

を示す。

表10は学部別における居住地枝交流内容を示

し、表11は学校類型別の居住地校交流内容を示

している。両学部において授業交流を実施してい

る学校は多い。また、知的障害養護学校における

放課後・余暇交流の実施が他校と比べて低くなっ

ている。放課後・余暇交流が低いということは、

居住地の児童生徒との間で友だち関係を築きにく

い状態があることが推測される。知的障害がある

児童生徒の人間関係作りの難しさがうかがえる。
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表１０学部別居住地枝交流内容の実施状況（複数回答）

小学部中学部

行事交流

授業交流

放課後･余暇交流

最大

９
ｍ
８
⑫

４
５
３
５

表１１学校種別居住地枝交流内容の実施状況学部数（複数回答）

知的障害肢体不自由盲･聾･病弱
行事交流

授業交流

放課後･余暇交流

最大

(４．０）

(３．１）

(２．０）

６

(３．２）

(４．３）

(４．２）

７

(２．２）

(３．１）

(２．１）

４

４
４
２

５
７
６

４
４
３

*学校種別部数について（）内は、左が小学部数、右が中学部数を示す

表１２行事交流の実施状況（複数回答）

知的障害

部

肢体不

（学部）

・聾・病

（学部）

最大１２

*学校種別学部数において（）の中は、左が小学部学部数、右が中学部学部数
を示している。

＊「文化行事」とは、文化祭や市町村合同文化祭等の行事のことである。また、

「すべて」とは、居住地枝の時間割によって実施する内容が異なることを示し

ている。

(1)行事交流

表12は、居住地枝交流の内容における行事交

流実施状況を示している。行事交流は、文化行事

や学年行事、学級行事、校外学習に参加している

学校が大多数を占めており、入学式や卒業式のよ

うな儀式的行事には参加していない。入学式や卒

業式は時期が重なることや居住地枝が自分の学校

であるという認識の薄さが居住地の入学式や卒業

式に参加しない理由と考えられる。

小学部では、運動会に参加している学校が7校

と一番多く、中学部では、小学部とは異なり行事

交流をほとんど実施していない。

(2)授業交流

表13は、居住地枝交流のうち授業交流の内容

を示している。授業交流では、音楽学習を行って

いる学校が一番多く、小学部で12校中10校、中学

部では５校中４で枝行われている。

－３７－

学{B別 学校種別

小学部

(校）
中学部
(枝）

知的障害
(学部）

肢体不自由

(学部）
盲・聾・病弱

(学部）

運動会 ７ ０ ３（３．０） ２（２．０） ２（2.0）

文化行事 ３ ２ ｌ（１．０） ２（１．１） ２（１．１）

校外学習 ３ ０ ｌ（１．０） ｌ（１．０） １（１．０）

入学式 0 ０ 0 ０ 0

卒業式 0 ０ ０ ０ 0

宿泊学習 0 ０ ０ 0 0

学年行事 ３ 0 ２（２．０） ｌ（１．０） ０

学級行事 ４ １ ３（３．０） ｌ（１．０） １（1.0）

PＴＡ １ 0 ｌ（１．０） 0 0

すべて 0 １ ０ ｌ（０．１） 0

総合学習 0 １ ０ 0 １（０．１）

』極【ノ、 1２ ５ ６ ７ ４
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表1３授業交流の実施状況（複数回答）

知的陣

学

肢体不自由

（

・聾・病弱

学

※学校種別学部数において（）の中は、左が小学部学部数、右が中学部学部数

を示している。

※「すぺて」は、居住地校の時間割によって実施する内容が異なることを示して
いる。

障害種別では、盲・聾・病弱養護学校と肢体不

自由養護学校が居住地枝交流の国語、社会、算数

（数学)、理科等の教科学習に参加しているが、

知的障害養護学校では､きわめて少ない｡しかし、

音楽の時間にはすべての学校において高い参加率

となっている。また、居住地の時間割に合わせ

て学習を行っているという学校もあり、居住地で

の受け入れ体制でどの教科を学ぶかが異なって

くる。児童生徒に合った学習を共に行うために

も、児童生徒の実態や指導体制の工夫を話し合え

る打ち合わせの時間が大きな意味をもつと考えら

れる。

尚、聞き取り調査では、「基本的に相手枝の授

業に参加する。相手枝が、在籍枝の授業はどのよ

うに行うか見てみたいという申し出があり、在

籍枝で行っている授業を学級の中で行うこともあ

る」と相互理解を図っている授業形態の様子が見

受けられた。

昼食や清掃、休憩時間において交流を行ってお

り、高い割合を示している。授業以外の時間も共

に過ごすことにより、児童生徒同士のつながりを

深めていることがうかがえる。しかし､一方では、

知的障害養護学校の児童生徒が、居住地の児童生

徒と休憩時間をともにすごしている学校が少な

く、子ども同士のつながりを深めることが難しい

という現状がみえる。また、小学部・中学部にお

いて各２校が登下校を居住地との児童生徒と行っ

ている。保護者や担任等の大人がいない空間を児

爾牛徒同士が共有する機会が設けられる場である

ことを考えると、登下校を居住地の児童生徒と行

えることは大きな意味を持ち得ると思われる。

８．学校または学部での居住地校交流推進の組織

表15,16は、学校または学部における交流推

進のための組織の有無を示している。居住地校交

流を行うにあたり、学校または学部内で居住地枚

交流を推進する組織を置いている学校数は、小学

部では７校、中学部では３校となっている。居住

地枚交流を実施している学校でも居住地校交流推

進を図ろ組織が形成されておらず、小学部では居

（３）放課後・余暇交流

表14は、居住地校交流のうち放課後・余暇交

流の内容を示している。放課後・余暇交流では、

－３８－

学各B別 学校種別

小学部
(校）

中学部

(枝）

知的障害

(学部）

肢体不自由

(学部）

盲・聾・病弱

(学部）

国語 ７ ３ ２（１．１） ４（３．１） ４（３．１）

社会 ５ ３ ｌ（０ 1） ３（２ l） ４（３ 1）

算数 ６ ３ ｌ（0 1） ４（３ 1） ４（３ l）

理科 ６ ３ ２（１ 1） ３（２ 1） ４（３ 1）

音楽 1０ ４ ４（３ 1） ６（４ 2） ４（３ 1）

体育 ７ ４ ４（３ l） ３（１ 2） ４（３ l）

図工 ６ ３ ３（２ l） ３（１ 2） ３（３ 0）

家庭 ３ １ １（１．０） １（０．１） ２（2.0）

生活 ７ ３ ２ ２

英語 ３ ２ ｌ（０．１） １（１．０） ３（２．１）

道徳 ４ ２ ０ ４（３．１） ２（１．１）

総合 ２ ２ ３（２．１） 0 １（0.1）

特活 ２ ０ ０ １（１．０） １（１．０）

すべて ０ ２ ０ ２（0.2） 0

最大 １２ ５ ６ ７ ４
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表１４放課後・余暇交流の実施状況（複数回答）

盲・聾・病
＞1Ｊ

肢体不自由
（

知的障害
狸ｂ

＊学校種別学部数において（）の中は、左が小学部学部数、右が中学部学部数
を示している。

表１５小学部における交流推進の組織の有無

計居住地枝交流実施有居住地枝交流実施無

７
６
０
１
０
０
Ｍ

交流推進組織有

交流推進組織無

学校間交流と同じ

担任

有と無

無記入

、

０
２
０
０
０
０
２

７
４
０
１
０
０
皿

表１６中学部における交流推進の組織有無

居住地枝交流実施有居住地枝交流実施無 計

３
５
４
０
１
１
Ｍ

交流推進組織有

交流推進組織無

学校間交流と同じ

担任

有と無

無記入

、

０
５
２
０
１
１
９

３
０
２
０
０
０
５

を行っているのか、また、居住地校交流を行う児

童の担任が数人合わさった組織であるのか質問紙

調査ではわからなかった。今後、さらに詳しく実

態を明らかにする必要がある。

住地校交流を実施している中の4校が、居住地枚

交流実施を推進するための組織がない。

小学部では１校、居住地枝交流実施を担任の教

師が行っている。担任一人で居住地枝交流の実施

－３９－

学部別 学校種別

小学部
(枝）

中学部

(校）

知的障害

(学部）

肢体不自由
(学部）

盲・聾・病弱

(学部）

昼食 ８ ３ ３（３．０） ５（３．２） ３（２．１）

清掃 ６ ３ ２（2.0） ４（２．２） ３（２．１）

休憩 ７ ３ ２（2.0） ５（３．２） ３（２．１）

集会 ７ ３ ４（４．０） ４（２．２） ２（１．１）

児童・生徒会 ２ ０ ２（２．０） ０ 0

クラブ ０ ０ ０ ０

登下校 ２ ２ １（1.0） １（０．１） ２（1.1）

作品 ２ ０ ２（２．０） ０ ０

校外学習 １ ０ ｌ（１．０） ０ ０

最大 1２ ５ ６ ７ ４
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表17教育課程への明文化

小学部（枝）中学部（枝）

入
有
無
記
、

鉦
》

廻
１
１
Ⅲ

５
９
０
皿

表１８教育課程への位置づけ（複数回答）

小学部（枝）中学部（校）

総合的な学習の時間

特別活動

生活単元学習

各教科

居住地の時間割にあわせて

交流及び共同学習

音楽・日常生活指導･自立活動
行事

児童の実態に合わせて

最大値

１
２
２
２
２
１
１

1

（西グー｛】（四ニク（｜｜『■■■一

１

２
皿

５

尚、聞き取り調査で、居住地枝の交流担当者に

ついて尋ねると、「居住地校の担任、教頭、学年

主事等が対応、学校によって様々である」との

回答があった。居住地枝において交流担当者が定

まっていないことが分かる。居住地枝交流を推進

するために居住地枝においても交流担当者が設定

されていることが望まれる。

また、Ａ枝においては居住地枝交流を実施す

るための手続きがシステム化されている。まず電

話連絡を行い、そして訪問し、日時の調整等を実

施している。しかし、手続きのシステムは各学校

によって異なっている。Ａ枝とは別の聞き取り

調査を行った学校では「手続きのシステムが構築

されているわけではなく、システム自体に問題が

出てくることもあるだろう」と述べている。県内

の学校が共有できる合理的なシステム作りが求め

られている。

また、表18は教育課程への位置づけを図って

いる教科若しくは領域を示している。教育課程へ

の位置づけは、各学校によって特別活動や総合的

な学習の時間等、異なっている。

表19は、沖縄県の盲・聾・養護学校の各学校

の教育課程において、居住地との交流について記

述されている学校の目標を挙げている。尚、教育

課程は平成17年度版に掲げられている目標を示

している。各学校の教育課程においては、すべて

の学校で交流及び共同学習の目標が掲げられてい

た。また、地域社会の人々との交流や近隣の学校

との交流については多くの学校で記述されてい

た。しかし、居住地との交流について明確に示さ

れていたのは､小学部は９校､中学部は３校であっ

た。交流及び共同学習の目標として、居住地枝交

流が明確に掲げられていることは、学校または学

部内において居住地枝交流実施の共通認識が図ら

れていることが予想される。

聞き取り調査において、「教育課程への位置づ

けは､学部で共通理解は行われていない｡しかし、

学級で授業時数の関係から生活単元学習に組み込

まれている。中学部・高等部につなげるためにも

一貫性をもった教育活動をすることが大事である

ので、今後の検討事項である」と回答した学校が

９．教育課程への位置づけ

表17は教育課程への明文化がなきれている学

校数を示している。居住地校交流実施数と教育課

程に明文化している学校数が同じであり、居住地

枚交流実施学校が、教育課程に居住地校交流を位

置づけていることがわかる。

－４０－
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表１９沖縄県内の盲・聾・養護学校における居住地枝交流の明文化

表２０居住地への送迎

小学部（校）中学部（枝）

保護者

担任

保護者･担任

学校対応

自力通学

児童で異なる

送り保護者．迎え担任

、

７
１
２
０
０
１
１
⑫

３
０
０
１
１
０
０
５

あり、教育課程への位置づけが学校若しくは学部

において行われることによって、中学部・高等部

における居住地枝交流実施率を高めることにつな

がることが推測される。

では､｢保護者の送り迎えが出来ない生徒の場合、

実施が出来ない｡」と回答した学校がある。仕事

を持っている保護者の場合は、居住地枝への送迎

が負担になってくると考えられ、居住地枝交流へ

の参加ができない児童生徒も出てくると推測され

る。保護者への負担を軽くするために、例えば、

居住地の児童生徒と集団登下校することや兄弟と

共に登下校すること等の対応を行う必要がある。

10．居住地枝への送迎

表20は居住地への送迎者を示している。居住

地枝への送迎は保護者が対応していると回答した

学校が、両学部とも半数を超えている。自由記述

－４１－

学校 学部 交流及び共同学習の重点

Ａ

小学部

中学部

(7)交流及び共同学習の重点

②児童の居住地にある小学校との交流及び共同学習を推進し、地域の一員としての自覚や仲間
意識、社会性を鍵う゜

(7)交流及び共同学習の重点

②生徒個々の実態にあわせ、居住区の学校との交流及び共同学習を推進する。

Ｂ 小学部
(8)交流及び共同学習の重点

(1)居住地枚及び近隣枚（小学校）での体験学習を通して、地域の一員であることを意識ざ
せるとともに、お互いの友好関係を広げるようにする。

Ｃ 小学部

(7)交流及び共同学習の重点

.近隣の学校との交流教育や個別の居住地枝交流及び、地域社会との交流活動を通して、社会
性や好ましい人間関係の素地を養う。

Ｅ 小学部
(8)交流及び共同学習の重点

①近隣の学校や地域の各種団体及び居住地学校との交流を積極的に行う。

Ｇ 小学部
(8)交流及び共同学習の重点

②保護者や居住地との連携を取りながら、居住地枝交流を進めていく。

Ｈ

小学部

中学部

(8)交流及び共同学習の重点

①近隣や居住地の学校、地域の各団体との交流や共同学習を計画的かつ積極的に行う。
(7)交流及び共同学習の重点

②居住地枚交流を推進する。

Ｉ 小学部
(8)交流及び共同学習の重点

①近隣や居住地の学校、地域社会との交流を計画的かつ積極的に行う。

Ｌ

小学部

小学部

(7)交流及び共同学習の重点

②居住地の学校と交流することによって、地域の子どもとしての自覚とつながりを深める。
(7)交流及び共同学習の重点

○近隣枝や居住地の学校と継続的に交流をすることにより、地域の－貝としての自覚を持つ。

Ｍ 小学部

(9)交流及び共同学習の重点

○近隣及び居住地の小学校や地域の人々と充実した交流を行い、生活経験を広め社会性を菱
７ｏ
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任は、居住地校交流を実施している児童生徒のみ

を受け持っていることは少なく、居住地枝交流に

付き添った場合、自校に残してきた児童生徒の学

習補償をどうするかという課題がある。

しかし、一方で保護者が付き添うことになると

居住地への送迎と同様に仕事を持っている保護者

には大きな負担になることが推察される。保護

者が付き添えないので、居住地枝交流を実施しな

いということにならないためには、付き添い者

を誰が行うかを検討していくことが必要になって

くる。

尚、聞き取り調査では、「原則的に保護者の責

任の下に居住地枝交流を行う。居住地校交流の始

めに教員は顔合わせを行うために、居住地校へ行

き、それが終わると学校に戻る。将来的には、保

護者を中心に交流が行われるようになり、教員が

交流についてアドバイスをしながら進めていくこ

とが理想である」と語っている学校があった。こ

のように、担任と保護者のどちらか若しくは一緒

に付き添いを実施している場合でも、保護者によ

る付き添いの負担はかなり大きいと予測される。

また、聞き取り調査を実施した全ての学校で､「原

則として保護者の下で居住地枝交流を実施する」

と回答しており、交流に対して積極的な姿勢をも

ち、かつ付き添いが可能な保護者を持つ児童生徒

のみが居住地校交流を実施できるという状況が起

こりうる。居住地枝交流が教育活動として位置付

き、発展していくためには、付き添いは保護者に

のみ負担をかけることなく実施できることが必要

である。

小学配

て

中宇部

砿２０冊４０％６０冊８，１０oｚ

図２学部別居住地での付き添い有無

図３学部別居住地での付き添い者

11．居住地枝での付き添い

(1)付き添いの有無

図２は、居住地での付き添いの実施率を示して

いる。表21は、学校類型別における居住地での

付き添いの有無を示している。居住地での付き添

いを行っている学校は80％以上に上っている。ま

た、小学部では児童の実態によって付き添いを行

わない学校もあるが、付き添いを実施しなければ

ならない基準を知ることは難しい。

枝種別に見ると、知的障害養護学校では、居住

地での付き添いをすべての学校が行っている。

(2)居住地枝での付き添い者

図３は、居住地での付き添い者の割合を、表

２２は、学校類型別の居住地での付き添い者を示

している。付き添い者は保護者や担任または、両

者一緒に行っているかのどちらかになっている。

保護者と担任が付き添う場合は、１回目はどちら

も付き添い、２回目からは保護者が付き添う場合

も含まれている。

担任が付き添いを行えず、保護者が付き添いを

．行っている理由としては、自由記述で「担任は本

枚での授業もあるので、交流の時間帯に出向くこ

とができない。実際に関わる姿を見せて参考にし

てほしいと思うが難しい」と述べられている｡担

12．事前・事後の打ち合わせ

(1)打ち合わせの有無

表23は、事前事後の打ち合わせを行っている

学校数を示している。打ち合わせは、居住地枝交

流を実施しているすべての学校で行われており、

事前及び事後の打ち合わせを行う学校と事前の打

ち合わせだけを行う学校の２つに分かれた。事前

及び事後の打ち合わせを行う学校は多く、小学部

では９校に及んでいる。

(2)打ち合わせの方法

表24は、打ち合わせの方法を示している。直

－４２－
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接会うことや電話による方法が多くとられてお

り、続いて、文書による打ち合わせが多く行われ

ている。小学部では、１校、共通の研修会におい

て、交流について話しをする学校がみられた。

一方ですべての学校においてメールによる打ち

合わせは行われていない。メールは時間を気にせ

ずに相手に文替を送ることができる。また、郵便

のように届くまでに時間がかからないという利点

がある。東海林が「Ｅメールなどを利用して、交

流校一養護学校一親の情報交換がもっと頻繁に行

えると、交流先での授業ももっと活きた内容にな

るのではないか｣'3)と述べているように、交流を

進める上で、情報交換が児童生徒の居住地枚での

学習を活きた活動に変えていける可能性をもつ。

校務が多忙で打ち合わせの時間を作ることが難し

い場合には、Ｅメールも活用しながら打ち合わせ

を考えていくことも必要であると考えられる。さ

いわい、沖縄県は、パソコンを使える教員数が４７

都道府県において－位である．学校におけるパソ

コンの普及率も上がっている。そのため、メール

による打ち合わせの方法は行いやすい。しかし、

メールを利用する場合には、個人情報が流出する

ことや相手がメールをいつ見るか分からず、すぐ

に返事が返ってくる保証がない等があることを踏

まえる必要がある。

尚、,怪我をしてしまった等の問題が生じた場合

の緊急体制はどのように行われているか、聞き取

り調査を実施することによって補った。その回答

は、「交流学習中の事故は、「独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター法」によって、在籍枚の校長

が対処する」となっていた。付き添いを行ってい

る場合は、「保護者から担任、在籍枚の校長へと

連絡をとる｣、付き添いを行っていない場合には

「居住地枚が在籍枚に電話、在籍枚が保護者に電

話」と連絡網が確認されていた。また、「安全が

第一なので、保護者と居住地枚交流に参加してい

る」という学校もあり、問題が発生した場合のた

めに居住地枚交流に保護者が参加しなければなら

ない実態がみられた。緊急事態に対応する体制が

確立することにより、保護者の付き添いの負担が

減少していくのではないかと推測される。

表２１学校種別居住地での付き添いの有無

知的障害肢体不自由盲･聾・病弱

付き添い有

付き添い無

児童によって

、

６
０
０
６

６
０
１
７

３
１
０
４

表２２障害種別居住地での付き添い者

知的障害肢体不自由盲･聾・病弱

保護者

担任

保護者･担任

実態によって

、

１
１
４
０
６

２
３
１
１
７

０
１
１
１
３

表２３事前･事後の打ち合わせ

小学部中学部

事前･事後の打ち合わせ有

事前のみ

、

９
３
⑫

３
２
５

－４３－
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表２４打ち合わせの方法（複数選択） 表２５打ち合わせの回数

小学部中学部

部学
５
２
２
１
１
皿

、

。 部学
２
１
２
０
０
５

中
直接会う

電話

文轡

ＦＡＸ

メール

研l参会

最大

１回

ｌ～２回

２回

3回

無記入

、

ｕ
ｕ
８
６
０
１
吃

５
５
５
２
０
０
５

かけや居住地の学級懇談会への参加等、保護者同

士がつながれる場を持つ必要性があると考える。

小学部と中学部を比較すると、「自校では見ら

れない児童生徒の様子が見られる」と「児童生徒

が生き生きしている」において、中学部よりも小

学部の方が高くなっている。

小学部におけるその他の回答には、「集団（１

クラス３０～４０名）の中での学習経験」（１校)､｢保

護者がわが子を外へ出して、他児との交流経験を

(3)来校・訪問による打ち合わせの回数

表25は、来校・訪問による打ち合わせの回数

の学校数を示している。来校・訪問による打ち合

わせの回数は、１回から２回の割合が多く、小学

部では１回行っている学校が５校と一番多い。そ

して、訪問．来校による打ち合わせの回数は最大

３回となっている。居住地が離島の場合における

来校・訪問による打ち合わせは、どのように行わ

れているのかを今回の調査では知ることができな

かった。沖縄県は多くの島々を抱えており、居住

地枝が離島にある場合の打ち合わせ方法の問題は

大きいと考えられる。

打ち合わせは、児童生徒の交流を深めるため

に重要である。しかし、一方では、中学部におけ

る自由記述において、「相手中学校が教科制で事

前の打ち合わせも行って実施しているが、学級担

任と実際に授業に入る教科担任が異なる場合があ

る」と教科担任制による打ち合わせの問題を提起

している。居住地枝の担任だけではなく、児童牛

徒に関わる居住地枝の他の教師をも視野に入れた

打ち合わせのあり方を検討していく必要がある。

複政回答ｎ大lZ）

０１２３４５６７８９

自校でIdnらOU邸4■子

生き生Ｂしている

児■生徒との円何

相手佼の体宙児垣ＨＵ

噛域生活の基巴

保■右ロ土のつながり

そのOｈ

図４居住地枚交流の成果・効果（小学部）

複■回答、太５

０１２３４５
13．居住地枚交流の成果・効果

図４，５は居住地校交流の成果・効果を示して

いる。小学部では、「相手枝の児童・生徒・教職

員の障害理解が進んだ」と８校が回答しており一

番高くなっている。中学部では、「相手校の児童・

生徒との関係がつくられた」と「相手校の児童・

生徒・教職員の障害理解が進んだ」を4校が回答

し一番高い割合になっている。しかし、両学部で

「保護者同士のつながりができた」と回答した学

校はない。今後、居住地校からの保護者への働き

自校では月られなo紐子

生U生、している

児■生促との■係

栢手技の戸自児田９８

鋤R生活１，基■

保■石同士のっな６町

その伯

図５居住地枚交流の成果・効果（中学部）
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沖縄県における居住地校交流の実態

担政回答阻大12）
流は成功と言えるだろう」と述べ、地域とのつな

がりが形成されることを期待している。
０１Ｚコイ５０７８

宇目内忘上のｎ■

打ち合わせ鋲F十分

付け頓U2の印■
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宇佼に残る児■生徒の樹乙上岡■

相手枝の敏■且■盆の岡■

相手枝の為Ｒ仮■匂の因■

安全■保や厨２月の対応の町■

目住焔8唾淀の回敏が少ない

児■生徒ｇ,つながりが分旬

その位

14．居住地枝交流の課題・問題点

図６，７は居住地校交流の課題・問題点を示し

ている。小学部では、「付き添いの問題」が一番

多く、「学習内容上の問題｣、「相手校の教職員意

識の問題｣、「相手校の施設・整備の問題」が続い

ている。小学部では、担任と保護者が付き添いを

することが多いため付き添いの問題が課題として

あがっていると考えられる。

中学部では､｢学習内容上の問題」が一番多く、

「送迎の問題｣、「相手校の施設・整備等の問題」

が続いている。北中城村教育委員会が養護学校に

在籍していた生徒を、居住地枚にインテグレー

ションをした報告'4)では、送迎に福祉タクシーを

利用することを許可している。居住地枚交流を実

施する際にも福祉タクシーの利用が行えれば、送

迎の負担が少なくなっていくのではないかと考え

られる。

両学部の多くが課題としてあげた「学習内容上

の問題」では、居住地での学習をスムーズに行う

ためには居住地との打ち合わせを積極的に行うこ

と、また、居住地枚交流を実施するにあたり、学

習をサポートする加配教員やボランティアを活用

することを行う等の対応をしていく必要があると

考えられる。他県では、居住地枝交流を実施する

際に非常勤の加配をつけて対応しているところも

ある15)。沖縄県においても居住地枝交流をスムー

ズに行えるような行政による対応を求めたい。

小学部のその他の回答には、「実施相手校の受

け入れ体制について｣、実施期間の統一化→・実

施相手枝の受け入れ体制に小学部としては、設

定した２週間の範囲で実施したいが、居住地枝の

行事や、一部２学期制の導入等で、今年度は５週

間の範囲になってしまった。仕方のないことであ

るが本校教育課程のスムーズな実施等に支障あ

り｣、「保護者の意向→保護者としては現行の期間

延長や回数を増やす等の需要が多いが、なかなか

その意にそうような事は難しい」となっている。

尚、聞き取り調査においても居住地枝交流の問

題や課題についての質問をおこなった。そこにお

いては、「交流内容の難しさ。子どもと交流相手

図６居住地校交流の課題・問題点（小学部）
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図７居住地枚交流の課題・問題点（中学部）

意識するようになった」（１校）となっている。

また、今年度初めて居住地校交流を実施する学校

では「まだ分かりませんが相手校の子どもたちは

大喜びです」（1校）と回答している。

一部の聞き取り調査においては、「友だちと遊

んで楽しそうだった｣、「本人がもっと遊びたいと

言って交流を楽しんでいる様子が見られるので、

本人には、良い刺激になっている｣、「地域の小学

校の子どもたちが声をかけてくれるようになって

きた」、「学力の面で競争意識が高まる（刺激に

なった、学習意欲の向上)｣、「集団の行事に参加

することで緊張感が楽しめる｣、「登下校を友だち

と行いたいと、自分一人で行きたがるようになっ

た（一人で外に出る意欲)｣、と居住地枝交流の成

果を述べている。また、「子ども会に参加するこ

とやラジオ体操に参加することができれば、居住

地とのつながりができたことになり、居住地校交
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枚の子どもとが学べる場としての設定｣、「学力の

問題（学校の進度が違うので、居住地枝交流をし

ても、なかなか授業についていけない)」と学習

面での課題が聞かれた。

また、「居住地校交流を実施したが、集団に鷲

き交流の間中、お母さんから離れない子がいた。

保育所が一緒の子どもが覚えていてくれて、声

をかけてくれるが、お母さんから離れようとしな

かった。低学年の時なら交流が行いやすかったか

もしれない」と述べ、低学年から居住地枝交流を

実施する重要性がうかがえた。

スムーズに実施でき、それなりに成果もある。

○居住地校交流については、保護者へのアンケー

トを通して希望のあった生徒に対して実施し

ている。実施した生徒・保護者とも喜んでお

り、今後も継続して実施できるようにしていき

たい。

②学習上の問題

○学習の遅れている児童（下学年適用）が多く、

別課題を準備している状況があり、本校として

はしっかりとした学力をつけ、送り出せる体制

をつくる必要がある。

○高学年になるにつれて、交流（内容）が難しく

なってくるのではないか？

○授業交流ができないときは保護者で対応してい

る。発達段階に応じた授業内容を（計画する）

等穣極的に取り組んでほしい。

○重度の子の場合、相手校のどの時間にどのよう

な交流をしたらよいか苦慮する。

○学校間交流だとお互いの児童への事前学習がゆ

き届き、楽しい交流ができるが、居住地校の場

合、一人対学級となり、お客様的な存在になり

がち。

○交流の際に、学習内容のレベル差をどう埋める

か、また、教材の準備の問題など、まだまだ課

題もある。

○相手枝の授業に入る場合、中学校では教科制

で、特に英語・数学・国語・理科・社会の5教

科の学習をそのまま行うのは難しいので、相手

校に配慮してもらい、生徒の実態に合った学習

内容、教科で参加する形をとっている。

○重度障害生徒の場合、相手枝も受け入れに不

安があり、人手不足もあって、居住地交流と

いっても授業に参加させてもらうという域を出

ない。

15．自由記述による居住地校交流実施上の感想

自由記述において、多くの学校が居住地枚交流

についての様々な見解を示し、また、課題や問題

点を指摘している。その自由記述を①居住地枚交

流の成果、②学習上の問題、③居住地校の支援体

制、④付き添い・送迎の問題、⑤その他の５つに

類型化し以下に示している。

①居住地枚交流の成果

○今年度初めて小学部全員（30名）が居住地杖体

験学習に参加することになった。1994年度以

降、初めてのことである。その事はうれしいこ

とである。

○子どもたちは喜んで参加しています。

○少しずつ重度・重複の子どもたちの保護者にも

希望が増えてきました。

○地域において、散歩の時やスーパーでの買い

物、また、子ども会の行事等に参加した時に、

名前を呼んでかかわってきてくれる機会が増え

（子どもたちも増え）たとの嬉しい声も（保護

者より）届いています。

○学校で見られない児童の生き生きした様子がみ

られた。

○同学年に入っての交流なので顔見知り、名前を

覚えてくれるのですんなり学級に入れる。

○学期に１回の交流で、親の同意も特に行ってい

る。居住地校交流に参加した児童の様子等を聞

いて参加させたい父母も出てきた。

○生徒は毎回の交流をとても楽しみにしていて、

生き生きしている。

○Ｉ課程（単一障害）生徒の居住地交流は比較的

③居住地校の支援体制

○中には、居住地枝交流について説明をして依頼

をする際、本校の子どもたちへの理解の低さゆ

え、色々と警戒される（管理職に）こともあり

ます。

○普通小の先生方の意識によって年間の交流回数

に違いが出ると考えられる。
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沖縄県における居住地枚交流の実態

○保護者はどのように対応してよいか悩んでい

ろ。保護者におまかせ状態（相手校で交流では

なく保護者が一対一で対応。具体的な指示もな

い)。

○教育課程上、始業の時間帯が合わない。

○肢体不自由の場合、普通学校のバリアが多く移

動がとても大変。車イスを持ち上げて２階・３

階への移動になるので、大人の手が多く必要に

なる。

○相手校の施設の問題（車椅子対応ではない)。

○居住地側も本校も多忙化の中、なかなかスムー

ズに行きません。

○普通小学校の先生が忙しすぎて、連絡調整が難

しい。

○相手中学校が教科制で事前の打ち合わせも行っ

て実施しているが、学級担任と実際に授業に入

る教科担任が異なる場合がある。

○相手枝との日程調整が難しい。

への理解が相手教育委員会で進めば居住地交流

は、インクルージョンの効果が大きい。

○小学校は地元の小学校の特殊学級だった生徒が

中学校から養護学校へ入学して、つながりを継

続するために居住地枝交流を希望することがあ

るが、今まで養護学校に通学していて、地元の

学校に通学していなかった生徒が、同年代の生

徒と関わるきっかけとして居住地枝交流を希望

するケースもある。

○やりっぱなしではなく、一つ一つの課題、児童

の個別の課題について検証していくことが求め

られている。

○家の近くの同級生をまったく知らない、友達も

いない等の親の声があり、将来的に居住地での

友だちの輪を広げることで地域での活動にも参

加しやすくなるので、居住地枝交流の実施が必

要ということになった。学部として、とりあえ

ずできる居住地校交流ということで話し合われ

た結果、親の希望のもとで、登下校を含め、実

施しようということになり、学校の方で希望を

とり、相手枝と交渉し（児童の実態も伝える）

行うことになった。

④付き添い・送迎の問題

○担任は本枝での授業もあるので、交流の時間帯

に出向くことができない。実際に関れろ姿を見

せて参考にしてほしいと思うが難しい。

○中学部の教科担任制という教育課程上、生徒と

一緒に張り付けで参加させると他の授業に支障

が出てしまうので、趣旨をよく理解できるが実

施はむずかしい状況です。

○担任と親と相手枝の担任で話し合われるが、実

際の交流は親子で参加することが多い。職員が

ついていって直接、関わった方が、交流の効果

はあがるが、だが、学校に残る児童生徒の指導

があり難しい。

○学校に残る児童の指導や健康・安全管理が第一

だと考えるならば、職員による居住地杖交流の

実施・指導は難しい。

○保護者の送り迎えが出来ない生徒の場合、実施

が出来ない。

Ⅲまとめ；居住地枝交流の実践をより深める

ために

1997年に田村が行った居住地枚交流についての

全国調査'6)では、沖縄県は回答数13校中４校が居

住地枚交流を実践していた。2005年の本調査にお

いては、１４校中１２校が居住地枝交流を実践してお

り、８年間で居住地枝交流が大幅に増加したこと

が分かった。これは、児童生徒の社会性や人間関

係作りに居住地枝交流が大いに意義があると認め

られた結果を示していると考えられる。

しかし、前述したように、居住地校交流の問題

点や課題としていくつかの点が明らかになった。

たとえば小学部においては付き添いの問題、中

学部においては学習内容上の問題が多くの学校に

よって指摘されている。自由記述においては「交

流の際に、学習内容のレベル差をどう埋めるか、

また、教材の準備の問題など、まだまだ課題もあ

る」等の学習面での課題を両学部が挙げている。

また、付き添いや送迎における保護者の負担も感

⑤その他

○このような交流がもっとあたり前のように、自

然に実施できる体制づくりが求められていると

思います。

○居住地枚で､特別支援体制が進み、「認定就学」

－４７－



琉球大学教育学部：障害児教育実践センター紀要第８号

じられる結果となっており、保護者への負担軽減

を図る制度的対応が必要になっている。

事前の打ち合わせ・事後の話し合いについて

は、事後の話し合いを持たずに事前の打ち合わせ

だけを実施する学校もあった。沖縄県は離島が多

いという土地柄のために、中には離島から寄宿舎

に入舎しながら盲・聾・養護学校に通っている児

童生徒がいる。そのため、離島の学校における居

住地枚交流は、在籍枝の教師が訪問する事前の打

ち合わせ・事後の話し合いが難しくなる。また、

校務の多忙さによる時間の確保も課題としてあげ

られる。交流を深めるために事前・事後ともに話

し合いを持つことは重要である。よりよい交流を

目指すために話し合いの場の設定をどのように行

うかが課題となる。

そして、教育課程に明文化されているにもかか

わらず、居住地枚交流が全員実施に至っていない

結果がでている。居住地校交流は児童生徒が卒業

後、地域で生きていくために地域とつながりをつ

くることができる良い機会である。盲・聾・養護

学校に通うすべての児童生徒が地域で生きていく

基盤作りにつながる居住地校交流が保障されるよ

う、一層の努力が求められている。

以下では、①個別的な実態の検討、②保護者の

負担軽減風③両校において連携がとれる支援体制

作り、④教育行政の取り組み、⑤地域を視野に入

れた交流の５つの視点から今後の居住地枚交流の

あり方を検討していく。

れる゜

また、自由記述において学習上の課題や問題に

対する声が多く挙げられていた。重度重複障害児

童生徒の交流をどのように行っていけばよいか

分からないという回答もあった。重度重複障害児

童生徒の居住地枝交流は、居住地の児童生徒と共

に学習することが難しく、交流内容の設定に困難

さがある。しかし、牧ノ原養護学校において訪

問教育の児童が居住地枚交流を実践し、一定の成

果を示している'7)。障害の状態や程度に応じた交

流を実践するためには、各学校が互いの実践を交

換し、自校の居住地枝交流の実践に生かしていく

ことが必要である。したがって、個別的な取り

組みや各学校による取り組みを知る機会が必要で

ある。

②保壌者の負担軽減のための施策

付き添いや送迎など、保護者における負担はか

なり大きいことが推測された。その一方で、居住

地枚交流を実施した保護者からの良い評価が聞け

たのも事実である'8)。保護者が居住地枝交流に積

極的に取り組むために付き添いや送迎による負担

を減らしていくことが大切になってくるだろう。

例えば、送迎に福祉タクシーの利用や居住地の児

童生徒との集団登下校を行うことがあげられる。

児童生徒が居住地校交流を望んでも、保護者の都

合により居住地枝交流が実施されないことがない

ように、保護者が居住地枚交流に穂極的に取り組

める体制を整える必要がある。

また、沖縄県における実態として聞き取り調査

において、居住地校から保護者への働きかけを尋

ねたところ、「個別のことなので聞いたことがな

い｣、「特に聞いていない」という回答があり、居

住地枚から保護者への働きかけがないことがうか

がえた。居住地の学校から保護者へ呼びかけを行

うことは、居住地枝へ出入りが行いやすくなる。

また、居住地校の保護者と知り合える機会ができ

る。その上、保護者同士のつながりから、児童会

やラジオ体操等の地域行事に参加の呼びかけが行

われ、居住地域ともつながっていくことができる

と推測される。したがって、居住地枝の担任が家

庭訪問を実施すること、居住地校の懇談会に参加

を呼びかけること等の高槻市立高槻養護学校の実

①個別的な実感の検討

居住地枝交流は、学校間交流のように学校対学

校ではなく、学校あるいは学級集団対個々の障害

を持った児童生徒個人という交流であり、いわ

ば個別的な交流といえる。そのため、居住地校交

流は、個人の障害の程度、性格等によって異なっ

た取り組みが実施されている。本調査において、

各学校によって交流回数や付き添いの有無、交流

内容が異なっていることが明らかになっている。

実際に個々に合わせた交流の形を目指していくた

めには、異なった形態や実施回数における交流の

成果を検討することが、より内容のある居住地枝

交流を展開していく上で重要である。そのため、

個別的な交流の検討がなされていくことが望ま
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践を参考に、居住地校の保護者と接点を図るよう

努力する必要がある１，)。

④ガイドラインの作成など

居住地枝交流は学習指導要領に明記されていな

い。そのため、学習指導要領にきちんとした位置

づけを図ることが望まれる。しかし、都道府県単

位では居住地校交流の位置づけが行われており、

神奈川県においては居住地枝交流ガイドラインを

作成している、また、宮城県においては付き添い

のために補助教員を加配しているなど、各教育委

員会が居住地枝交流を取り組んでいる様子が見受

けられる。一方、沖縄県においては、「学校教育

における指導の努力点」に居住地との交流につい

て2004年に明記されることになったが、具体的な

取り組みは今後の課題となっている。神奈川県に

おける居住地枚交流ガイドラインは2001年に策定

されている。今後、居住地枝交流をスムーズに実

践していくために、県教育委員会における居住地

校交流のガイドライン作りが求められている。そ

うすることにより、市町村教育委員会との連携も

容易になると考えられる。

③両校において連携がとれる支援体制作り

自由記述において、居住地枝の噸員による障

害に対する意識の低さが課題としてあげられてい

た。それは、居住地枝の教職員の不安が表面に表

れたものであると解釈できる。すなわち、初めて

会う子への接し方の不安や障害児教育に携わって

いないことへの不安があると推測される。障害児

教育に携わっているものであっても、初めて会う

子はラポートが形成されておらず、関わりに悩む

ことがある。一生懸命に関わったが、つながりを

持てない事さえある。そのことを踏まえると、居

住地校教職員の悩みの大きさが推測される。その

ために打ち合わせが重要となる。しかし、居住地

校の校務が多忙であり、なかなか打ち合わせの時

間がとれない実態が見受けられた。障害の児童牛

徒の理解を深めるために、例えば、居住地枚は校

内研修において盲・聾・養護学校に勤める教師を

招き勉強会を開く等の機会を設定し、障害児理解

へとつなげていくことが大切である。また、学

習面では居住地校の教師は、自校の教育課程を進

めていく必要もあり、居住地枝交流を実施してい

る児童生徒に個別的対応が難しいことが予想され

る。在籍枝の担任が付き添いを行うことができれ

ば良いのだが、在籍枚に残してきた児童生徒の学

習保障ということもあり、担任が一緒に授業に参

加することが難しい。個々の学習に合わせるため

に、学習ボランティアをつけて対応する等の取り

組みが必要になってくるであろう。現在、多くの

大学では学習ボランティアを実践し各学校の授業

に参加している。そのボランティアを活用し個々

の学習に対応することで、居住地枝における学習

への参加が容易になると考えられる。

そして、バリアフリーでないことによる学校の

施設面での不都合も課題として挙がっていた。大

幅な学校改築は求められないが、手作りのスロー

プ作りや居住地の児童生徒と教職員が階段の昇降

を手伝うことなど、実態に応じた対応が求められ

ている。

⑤居住地域を視野に入れた交流として

居住地枚交流は、地域の人間関係作りや地域に

おける障害理解等に発展しうる活動である。そし

て、居住地校交流を通して、障害を持つ児童・生

徒が地域とのつながりを形成することも可能であ

る。田村は「養護教育諸学校の児童・生徒が、学

校休業日や放課後、寄宿舎や施設からの帰省時な

どに、地域の同年齢の子どもたちのふれあいを求

める時、その子どもたちのほとんどは異なる学校

である居住地枚に通学しており、学校内でのつな

がりを作ることは困難である。それを補うために

交流教育を行う場合、学校時間帯は、当然その子

どもたちは居住地校で学習しているので、居住地

校との交流が、同年齢集団とのつながりを作るた

めの交流教育といえる」と述べている釦)。

しかし、居住地枝交流が居住地の児童生徒の人

間関係作りには寄与しているが、地域とのつなが

りを形成するまでには至っていない現状がある。

居住地枝交流が地域とのつながりに発展するため

には、居住地域との交流にまで視野にいれなが

ら、児童生徒が放課後や休日、長期休暇等に居住

地の児童生徒とつながりがもてる交流へと対応し

ていくことが望まれる。
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